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【資料１ 患者一部負担額】 

① 難病（指定難病・都疾病）の患者一部負担額一覧              【別表１】 

 

 

階層区分 

 

 

階層区分の基準 

負 担 上 限 月 額 （ 月 額 自 己 負 担 限 度 額 ） 

一般 高額かつ長期 
人工呼吸器等 

装着者 

生活保護 － 0 0 0 

低所得Ⅰ 
区市町村民税

非課税世帯 

本人年収 

～80.9 万

円以下 

2,500 2,500 
 

 

 

 

1,000 
低所得Ⅱ 

本人年収 

80.9 万円

越 

5,000 5,000 

一般所得Ⅰ 
区市町村民税課税 

7.1 万円未満 
10,000 5,000 

一般所得Ⅱ 
区市町村民税課税 

7.1 万円以上 25.1 万円未満 
20,000 10,000 

上位所得 
区市町村民税課税 

25.1 万円以上 
30,000 20,000 

入院時の食事 全額自己負担 

 

※１ 複数の医療機関で支払った医療費及び介護サービス費の額を合算する。※薬局での保険調剤、医療保険の訪

問看護及び介護保険の訪問看護サービスを含む。 

※２ 「高額かつ長期」とは、医療費助成の認定後、認定を受けた疾病に係る月ごとの医療又は介護に要した費用

の総額が５０，０００円を超えた月が６回以上ある者（別途申請手続が必要） 

※３ 「人工呼吸器等装着者」とは、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着しているこ

とについて特別の配慮を必要とする者であって、認定を受けた疾病により、継続して常時生命維持管理装置を

装着する必要があり、かつ、日常生活動作が著しく制限されているもの（別途申請手続が必要） 

※４ 認定を受けた患者の方の加入する医療保険上の世帯に、他の難病医療費助成（５４・８３）を受けている者

又は小児慢性特定疾病医療費助成（５２）を受けている者がいる場合（認定を受けた患者が小児慢性特定疾病

医療費助成を受けている場合を含む。）、それぞれの負担上限月額（月額自己負担限度額）に応じて、当該額

が按分される。 

※５ 階層区分が「生活保護」の者は、入院時の食事療養標準負担額及び入院時の生活療養標準負担額の全額を公

費で負担する。 
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②小児慢性特定疾病の患者一部負担額一覧               【別表２】 

階層区分の基準 

自己負担上限額 

一般 重症 
人工呼吸器等 

装着者 

生活保護 0 0 0 

区市町村民税

非課税世帯 

本人年収 

～80.9 

万円 

1,250 1,250 
 

 

 

 

500 

本人年収 

80.9 万円

超 

2,500 2,500 

区市町村民税課税 

7.1 万円未満 
5,000 2,500 

区市町村民税課税 

7.1 万円以上 25.1 万円未満 
10,000 5,000 

区市町村民税課税 

25.1 万円以上 
15,000 10,000 

入院時の食事 1/2 自己負担 ※ただし、負担者番号 52137015 の場合、自己負担なし。 

 

※１ 複数の医療機関で支払った医療費の額を合算する。※薬局での保険調剤及び訪問看護を含む。 

※２ 「重症」とは、対象疾病の認定基準を満たしている者のうち、以下に定める重症患者認定基準に該当すると

認められた方が対象となる。 

 (1) 小児慢性特定疾病重症患者認定申請書兼診断書（表）に記載されている重症患者認定基準を満たしていること 

 (2) 平成２７年１月診療分以降の医療費総額が５０，０００円／月（医療保険の２割負担の場合、医療費の自己負

担が１万円／月）を超える月が６回以上 

※３ 「人工呼吸器等装着者」とは、気管切開を介した人工呼吸器、鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器、

体外式又は埋め込み式補助人工心臓を常時装着している者で、別途定める認定基準を満たす者が対象となる。 

※４ 認定を受けた患者の方の加入する医療保険上の世帯に、小児慢性特定疾病又は難病医療費の助成を受けてい

る者がいる場合は、自己負担上限額が世帯単位で按分され、自己負担上限額が個人ではなく世帯単位になり、

自己負担上限額最上位者の金額になる。 

※５ 入院時の食事療養標準負担額は、負担者番号「52138013」の場合、１／２を公費で負担する。負担者番号

「52137015」の場合、全額公費で負担する。 



-26- 

③ Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療（負担者番号３８１３６０１６）の患者一部負担額【別表３】 

階層区分 世帯の区市町村民税額 自己負担限度額（月額） 

Ｈ 区市町村民税非課税世帯 ○入院時食事・生活療養標準負担額のみ 

Ａ ２３５，０００円未満 
○１０，０００円を限度とする額 

○入院時食事・生活療養標準負担額 

Ｄ ２３５，０００円以上 
○２０，０００円を限度とする額 

○入院時食事・生活療養標準負担額 

※ 月額自己負担額の月内支払額は、「自己負担限度額管理票」を用いて患者及び医療機関

が確認する。 

※ 自己負担限度額（月額）は、各医療機関における入院・外来・調剤の合算。 

 

④ 肝がん・重度肝硬変医療（負担者番号３８１３６０２４）の患者負担額 【別表４】 

肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療に係る医療費が助成対象となる月を

含み過去２年間で２月以上高額療養費算定基準額を超えた場合に、高額療養費算定基準額を

超えた２月目以降の医療費について、患者の自己負担額が１万円となるよう助成します（都

内にお住まいの住民税非課税世帯は自己負担額なし） 

※ 通院治療は、「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」、「粒子線治療」又

はこれらの治療に関連すると判断される医療行為に限ります。 

 

患者負担額①＋② 

① 職

層

区

分 

70 歳未満 高額療養費の適用区分が「オ」の方 

なし 
70 歳以上 高額療養費の適用区分が「Ⅰ」又は「Ⅱ」の方 

70 歳未満 高額療養費の適用区分が「エ」の方 
同一の保険

者ごとに月

額一万円

（注 1） 

70 歳以上 高額療養費の適用区分が「Ⅲ」の方 
 

② 入院時食事療養費・生活療養費負担額 

（注１）入院治療のみの場合、同一の医療機関で高額療養費算定基準額を超える必要があります。 



⑤ 精神通院医療の患者一部負担額一覧

中間所得層1
（重度かつ継続）

中間所得層２
（重度かつ継続）

一定所得以上
（重度かつ継続）

（注１）医療保険の加入単位（受診者と同じ医療保険に加入する者)をもって、生計を一にする「世帯」

（注２）受診者の属する「世帯」の世帯員が区市町村民税（均等割及び所得割）を課されていない

（注３）地方税法上の合計所得金額、障害年金等、特別児童扶養手当等

（注４）疾病・症状等から対象となる、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能

  障害、薬物関連障害（依存症等）及び精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。

　もしくは、疾病等に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる、医療保険の多数該当

　の者。

（注５）一定所得以上で高額治療継続者（重度かつ継続）に該当する場合、経過措置として令和9年

　3月31日までは公費負担医療の対象。

超える部分は公費負担。都医療費助成対象者（低所得１・２に該当する方で、社会保険加入者、

自己負担上限額を限度に自己負担分を医療費助成。

　 低所得１・２に該当する方で、区市町村の国民健康保険加入者については、各々の区市町村が

自己負担分の給付を行う制度があります。詳しくは、各区市町村へお問い合わせください。

受診者の属する世帯が生活保護世帯又は支援給付世帯生活保護

低所得１

低所得２

受診者の属する「世帯」（注１）が区市町村民税世帯非課税世帯
（注２）であって、受給者に係る収入（注３）の合計金額が８０.９万
円以下である場合

受診者の属する「世帯」が区市町村民税世帯非課税世帯であっ
て、受給者に係る収入の合計金額が８０.９万円超えである場合

受診者の属する「世帯」に属する者の区市町村民税額（所得割）
の合計が２３万５千円未満の場合

中間所得層のうち、受診者が「高額治療継続者（重度かつ継
続）」（注４）に該当し、かつ受診者の属する「世帯」の区市町村民
税額（所得割）の合計が３万３千円未満である場合

 医療保険の自己
 負担限度額

　 国制度においては、原則として医療費の１割負担。月額負担上限額がある場合には、上限額を

10,000

20,000

公費負担の対象外

中間所得層のうち、受診者が「高額治療継続者（重度かつ継
続）」に該当し、かつ受診者の属する「世帯」の区市町村民税額
（所得割）の合計が３万３千円以上２３万５千円未満の場合

一定所得以上の対象のうち、受診者が「高額治療継続者（重度
かつ継続）」に該当する場合(注５)

中間所得層

後期高齢者医療制度加入者又は国民健康保険組合加入者）は医療費の自己負担なし。

自己負担上限額

（国制度）

0

階　　層　　区　　分

一定所得以上
受診者の属する「世帯」の区市町村民税額（所得割）の合計が
２３万５千円以上の場合

2,500

5,000

5,000
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⑥ 自己負担上限額管理票記載例（医療費助成制度「９３」あり） 

 

＜例＞社会保険・本人（３割） 所得区分・低所得１ 自己負担上限月額 2,500 円 

 

  医療費 保険 自立支援医療費 自己負担（1割）＝医療費助成分 

平成26年4月 5日 ＡＢＣ診療所  10,000   7,000   2,000   1,000 

    4月10日 ＸＹＺ薬局   5,000   3,500   1,000     500 

    4月19日 ＡＢＣ診療所   5,000   3,500   1,000     500 

    4月21日 ＸＹＺ薬局  10,000   7,000   2,500     500 

 

    ※ 都内の医療機関等の場合、実際には国の自立支援医療費制度（法別番号：２１）及び自己負担分を

助成（給付）する都又は区市町村の制度（法別番号：９３）いずれも現物給付で窓口負担は発生しな

いが、２１負担額と９３負担額とを区別するため、レセプトに一部負担金額の記載が必要となってい

る。一部負担金額の記載のためには、上限額管理票に記載することにより１割分の上限管理を行わな

ければならない。 

    ※ 自己負担１割であるため、4 月 21 日のＸＹＺ薬局における自己負担（９３負担額）は 1,000 円とな

るはずだが、上限月額に達したため、500 円分のみ自己負担額を記入する。 

      レセプトには、上限額管理票で管理した金額を基に、当該医療機関等に係る一部負担金額を記載す

る（上限額以下の場合は円単位＝点数と同じ数字）。 

    ※ 都外の医療機関等の場合は、２１のみ現物給付で、９３は原則として償還払いとなる。 

      ただし、93133007（社会保険、後期高齢者医療制度、国民健康保険組合の場合）については、都外

であっても都と事前に契約を結んでいる医療機関等に限り、全て現物給付となる。この場合も、上限

額管理票は記載が必要。 

 

２６年   ４月分自己負担上限額管理票 

受診者 東   京 子 受給者番号 1234567 

                  

下記のとおり月額自己負担上限額に達しました。 

日付 医 療 機 関 名 確認印 

4 月 21 日 ＸＹＺ薬局 ○Ｘ  

 

日付 医 療 機 関 名 自己負担額 月 間 自 己 負 担 額 累 積 額 自己負担額徴収印 

4 月 5 日 ＡＢＣ診療所 1,000 1,000 ○Ａ  

4 月 10 日 ＸＹＺ薬局 500 1,500 ○Ｘ  

4 月 19 日 ＡＢＣ診療所 500 2,000 ○Ａ  

4 月 21 日 ＸＹＺ薬局 500 2,500 ○Ｘ  

月  日      

月  日      

 

 

月額自己負担上限額  ２，５００ 円 


